
■「寄付行為」の意味■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 238号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. 今週のトピックス：11/26鎌田鳥山カフェ訪問  

 

鎌田鳥山は、多摩丘陵・都立長沼公園の中にある古民家の料亭です。 

最寄り駅の長沼には、新宿から京王線に乗ればわずか 40 分で来ることができますが、鎌田鳥山はそこから森を

抜けた先にあります。 

https://www.tori-yama.com/ 

この不思議な建物と森を守るため、ご招待を受けました。 

長沼駅から森を歩き、周辺を散策しながら訪問するツアーにしましたので、興味のある方ご一緒しましょう。 

日時：11/26（火）11～13時 

場所：鎌田鳥山カフェ 

10時 15分に京王線長沼駅に集合し、公園内を散策してからカフェに向かいます。 

僕は、現地の関係者と打合せしますが、傍聴してもよし、カフェをご堪能ください。 

 

興味のある方、返信ください！ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. ブログから：「寄付行為」の意味 

 

駒場東大裏にある「ユナイテッドスクールオブ東京」というインターナショナルスクールは、借り切っているビ

ルが手狭になったため、新たなキャンパスを模索している。 

ひょんなきっかけで、僕はこの学校を立ち上げたNさんと出会い、サポートするご縁を得た。 

そもそも学校法人となるには、施設を自己所有する必要があるが、都心で学校用地を所有するには莫大な資金が



必要だ。 

だがインターナショナルスクールは、たとえ学校法人となっても義務教育を担う学校とは認められず、各種学校

として扱われてしまう。 

そのため、この学校はこれまで無認可の株式会社で運営してきたのだが、僕はこうした経営姿勢を高く評価して

いる。 

だが一方で、僕は学校の設立や運営についてはずぶの素人だからこそ、学校法人化を安易にあきらめるべきとは

思わない。 

そこで、僕が評議員を務める学校法人の仕掛人 Tさんに Nさんを引き合わせ、相談することにした。 

・ 

N さんは学校法人を目指すにはどんな方法があるのかを T さんに尋ねると、T さんはそもそも N さんが学校法

人を本気で目指すのかと訊ね返す。 

目的と手段のどちらが先か、これではまるで「にわとりとたまご」の押し問答だ。 

「膨大な寄付を集める方法があるのなら法人化を目指す」と言う Nさんに対し、「本気で法人化を目指さなけれ

ば膨大な寄付は集められない」と Tさんは譲らない。 

やがてこらえきれなくなったNさんが「そうは言っても、もしも莫大な寄付が集まらなかったらどうするんです

か！？」と悲鳴を上げてしまった。 

それに対し、Tさんはにっこり笑って「その困った状況こそが、寄付を集めるのに欠かせないんですよ！」と答

えた。 

興奮冷めやらぬ Nさんには申し訳ないが、僕はこの言葉に深くうなづいてしまった。 

・ 

僕はこの時「寄付行為」という言葉を思い出した。（写真は日本相撲協会の寄付行為） 

寄附行為（きふこうい）とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人、学校法人及び私立学校法 64 条

4項に基づく法人（専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人）において、法人である財団（財団法人）

の設立者が・・・ 

１．その設立を目的として作成した、その財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のこと。 

２．法人である財団を設立する行為そのもの。 

を指していた。 

それが、2008年 12月の社団法人および財団法人の一般法にあたる「一般社団・財団法人法」の施行により、一

般社団法人と一般財団法人においては・・・ 

１．の意味（根本規則）については、現在は、社団法人と同じ「定款」と言う（一般社団・財団法人法 152 条） 

２．の意味（設立行為）については、現在は、「財産の拠出」と言う（一般社団・財団法人法 157条） 

に変化した（wiki参照）。 

・ 

寄付という言葉には、「善意」とか「見返りを求めない」などの高尚な意味を求めがちだが、単に「目的実現のた

めにお金を拠出すること」と考えるべきかもしれない。 

つまり、「どうやって集めるか」の前に、「何のために集めるか」こそが必要だ。 

そもそもお金があるのなら、あえて集める必要などあるはずがない。 

「お金がない、足りない」ことこそが集める不可欠な理由であり、それを伝えなければ寄付はあり得ない。 

Nさんの「もしもお金が集まらなかったら」こそが、寄付集めのスタートだ。 

お金を集める目的と、足りない現実を示さなければ、本当の寄付集めは始まらない。 

・ 

だとすると、「寄付集め」はできるじゃないか・・・と僕は確信した。 



僕たちがやるべきことは、「寄付を集めること」でなく「寄付集めを行うこと」だ。 

その結果集まる寄付は、お金かもしれないし、賛同の気持ちかもしれない。 

だが、最終的に目的を実現するのは、お金かもしれないし、そうでないかもしれない。 

その結果社会が動けば、学校でない形で目的が叶うことだってあり得るのだから。 

行動あるのみ！ 

 

http://nanoni.co.jp/20191123/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）11/25 〇作業日 12-18時 面談可（笑恵館） 

（火）11/26 ◎作業日 18-21時 面談可（青葉台） 

   10-13時 ●鎌田鳥山カフェ（八王子） 

   16-17時 ●UST打合せ（駒場） 

（水）11/27 ◎作業日 10-18時 面談可（青葉台） 

（木）11/28 〇作業日 14-21時 面談可（笑恵館） 

 17-19時 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

（金）11/29 ◎作業日 10-21時 面談可（青葉台） 

（土）11/30 〇作業日 10-18時 面談可（笑恵館） 

 10-12時 ★地主の学校_25（笑恵館） 

（日）12/01 ◎休業日 10-21時 面談可（青葉台） 

 

■その後のイベント 

12/07 ★地主の学校_25・まつむら塾（笑恵館） 

12/12 ★日本土地資源協会経営会議（笑恵館） 

12/12 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

12/13 ★カプラー起業交流会（三茶） 

12/14 ★地主の学校_26・まつむら塾（笑恵館） 

12/19 ★なるほどデイ・持ち寄り食事会（笑恵館） 

12/21 ★地主の学校_27・まつむら塾（笑恵館） 

12/22 ★名栗の森オーナーシップクラブ１２月例会（名栗） 

12/26 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

01/11 ★地主の学校_28・まつむら塾（笑恵館） 

 

松村の予定はこちらで随時公開しています。 



http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


